
 
 
 

 
 

和歌山県と日本郵便株式会社が包括連携協定を締結します 
 

この度、和歌山県と日本郵便株式会社は、それぞれが有する人的・物的資源を有効に活用
して、県民サービスの向上、地域の一層の活性化等を図ることを目的に包括連携協定を締結し
ます。 
 
１．協定締結式 
 
 
 
 
 
 
 

２．協定に基づく連携項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈お問い合わせ先〉 和歌山県企画部企画政策局企画総務課 安川・児島 073-441-2337 

令和３年 3 月３０日 
記 者 発 表 

① 防災・災害対策に関すること 
 （郵便局でのハザードマップ等の防災情報の掲示など） 
② 地域の安全・安心な暮らしの実現に関すること 
 （子供や高齢者等の見守り活動、道路損傷等や不法投棄の通報など） 

③ 未来を担う子供の育成に関すること 
 （子供食堂でのイベント（絵手紙教室等）開催協力など） 

④ 働き方改革に関すること 
 （女性活躍企業同盟への参加促進・啓発協力など） 

⑤ 高齢者の活躍、県民の健康づくりに関すること 
 （わかやま健康づくり運動ポイント事業・わかやま健康づくりチャレンジ運動への登録・参加促進など） 

⑥ 物流・金融事業やネットワークを活用した地域経済の活性化に関すること 
（郵便局の集配業務に合わせた高齢生産者の農産物輸送等の検討など） 

⑦ その他、地方創生に関すること 
 （和歌山県誕生 150 年等の県民運動への協力など） 

当日、取材・撮影を希望される場合は、４月６日（火）までに和歌山県企画総務課へご連絡ください。 

〈日  時〉 令和３年 4 月７日（水）13:30∼14:00 

〈場  所〉 和歌山県庁 知事室 

〈調印者〉 日本郵便株式会社  
代表取締役副社長兼執行役員上級副社長 米澤 友宏 

和歌山県知事 仁坂 吉伸 
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